
求 職 活 動 等 に 関 す る 申 立 書 

  保育施設の利用にあたり、現在、求職活動等により就労の要件（月 64 時間以上の就労） 

 を満たした就労証明書の提出ができませんので、下記のとおり申し立てます。 

  ※１～４のうち、当てはまる状況に☑を付け、必要事項を記入してください。 

 

□１：求職活動 

□ 公共職業安定所（ハローワーク）に通っている  

 □ インターネット上の求人サイト等で探している  

 □ 保育施設に入所後、求職活動を開始する  

 □ その他：  

 □２：起業準備 令和  年  月  日 開業予定  

 □３：就労内定 令和  年  月  日 就労開始  

 □４：そ の 他   

  下記について同意の上、申込みます。 

  ※すべての内容を確認し、☑を付けてください。 

 

□ 上記、求職活動等の事由での利用開始月から３ヶ月以内に、就労証明書等の保育の必要性を 

  証明する書類の提出ができない場合には、３ヶ月後の月末をもって退所決定されても異議 

  申し立てはいたしません。 

（例：４月から利用開始の場合、６月末までに就労証明書の提出が必要。提出がない場合は６月末退園。） 

 

 

□ 利用開始月の２５日までに、下記書類を提出します。書類の提出ができない場合には、利用 

  開始月の月末をもって退所決定されても異議申し立てはいたしません。 

（例：４月から利用開始の場合、４月２５日までに下記書類の提出が必要。提出がない場合は４月末退園。） 

 

   ○ 求職活動の場合：「ハローワーク登録証」や「求人サイトの登録画面」の写し  

   ○ 起業準備の場合：「開業届」など、起業準備を行っていることが分かる書類の写し  

   ○ 就労内定の場合：「内定通知書」の写しまたは「就労証明書」  

   ○ その他の場合：  

（あて先）かすみがうら市福祉事務所長 

令和   年   月   日 

申 立 者 住 所：  

 氏 名：  

 児 童 名： (    年  月  日生)  

   (    年  月  日生)  

   (    年  月  日生)  

 
 


